
○
定
期
自
主
検
査
の
時
期
を
定
め
る
件
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
告
示
第
百
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七
号
）

ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七
号
）

第
四
十
九
条
、
第
百
八
条
（
第
百
三
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
五
十
七
条
（
第
九
十
七
条
の
八
及
び
第
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
及
び
第
百
六
十
四
条
の
告
示
で
定
め
る
時
期
は
、
次
の
表
の

合
を
含
む
。
）
の
告
示
で
定
め
る
時
期
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
ガ
ス

上
欄
に
掲
げ
る
ガ
ス
工
作
物
の
種
類
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

工
作
物
の
種
類
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
月
数
を
超
え
な

げ
る
月
数
を
超
え
な
い
時
期
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も

い
時
期
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
あ

の
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
三
月
を
超
え
な
い
時
期
と
す
る
。

つ
て
は
、
十
三
月
を
超
え
な
い
時
期
と
す
る
。

ガ
ス
工
作
物
の
種
類

月
数

ガ
ス
工
作
物
の
種
類

月
数

一

液
化
ガ
ス
用
ガ
ス
発
生
設
備
で
あ
つ
て
、

一

液
化
ガ
ス
用
ガ
ス
発
生
設
備
で
あ
つ
て
、

次
に
掲
げ
る
も
の

次
に
掲
げ
る
も
の

イ

年
間
の
運
転
時
間
が
二
千
時
間
以
内
の

三
十
七
月

イ

年
間
の
運
転
時
間
が
二
千
時
間
以
内
の

三
十
七
月

も
の

も
の

ロ

年
間
の
運
転
時
間
が
二
千
時
間
を
超
え

二
十
五
月

ロ

年
間
の
運
転
時
間
が
二
千
時
間
を
超
え

二
十
五
月

る
も
の

る
も
の

二

熱
交
換
器
の
う
ち
、
取
り
扱
う
流
体
が
天

二

熱
交
換
器
の
う
ち
、
取
り
扱
う
流
体
が
天

然
ガ
ス
、
液
化
天
然
ガ
ス
及
び
液
化
石
油
ガ

然
ガ
ス
、
液
化
天
然
ガ
ス
及
び
液
化
石
油
ガ

ス
（
気
化
し
た
ガ
ス
を
含
む
。
以
下
「
天
然

ス
（
気
化
し
た
ガ
ス
を
含
む
。
以
下
「
天
然

ガ
ス
等
」
と
い
う
。
）
の
も
の
で
あ
つ
て
、

ガ
ス
等
」
と
い
う
。
）
の
も
の
で
あ
つ
て
、

次
に
掲
げ
る
も
の

次
に
掲
げ
る
も
の

イ

年
間
の
運
転
時
間
が
二
千
時
間
以
内
の

三
十
七
月

イ

年
間
の
運
転
時
間
が
二
千
時
間
以
内
の

三
十
七
月

も
の

も
の

ロ

年
間
の
運
転
時
間
が
二
千
時
間
を
超
え

二
十
五
月

ロ

年
間
の
運
転
時
間
が
二
千
時
間
を
超
え

二
十
五
月

る
も
の

る
も
の

三

熱
量
調
整
装
置
に
属
す
る
容
器
で
あ
つ
て

三

熱
量
調
整
装
置
に
属
す
る
容
器
で
あ
つ
て

、
取
り
扱
う
流
体
が
天
然
ガ
ス
等
の
も
の
で

、
取
り
扱
う
流
体
が
天
然
ガ
ス
等
の
も
の
で



あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

年
間
の
運
転
時
間
が
二
千
時
間
以
内
の

三
十
七
月

イ

年
間
の
運
転
時
間
が
二
千
時
間
以
内
の

三
十
七
月

も
の

も
の

ロ

年
間
の
運
転
時
間
が
二
千
時
間
を
超
え

二
十
五
月

ロ

年
間
の
運
転
時
間
が
二
千
時
間
を
超
え

二
十
五
月

る
も
の

る
も
の

四

ガ
ス
ホ
ル
ダ
ー

二
十
五
月

四

ガ
ス
ホ
ル
ダ
ー

二
十
五
月

五

冷
凍
設
備
（
小
型
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
又
は
冷

三
十
七
月

五

冷
凍
設
備
（
小
型
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
又
は
冷

三
十
七
月

媒
ガ
ス
が
不
活
性
の
も
の
を
除
く
。
）

媒
ガ
ス
が
不
活
性
の
も
の
を
除
く
。
）

六

導
管

二
十
五
月

六

導
管

二
十
五
月

七

整
圧
器

三
十
七
月

七

整
圧
器

三
十
七
月

八

特
定
ガ
ス
発
生
設
備

二
十
五
月

（
新
設
）


